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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
高
血
圧
治
療
薬
の
臨
床
研
究
デ
ー
タ
不
正
疑
惑
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
及
び
京
都
府
立
医
科
大
学
の
内
部
調
査
並
び
に
高
血
圧
症
治
療
薬
の
臨
床
研
究
事
案
に
関
す
る
検

討
委
員
会
（
以
下
「
検
討
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
の
調
査
の
結
果
、
当
該
大
学
の
研
究
者
（
以
下

「
研
究
者
」
と
い
う
。
）
は
、
ノ
バ
ル
テ
ィ
ス
フ
ァ
ー
マ
株
式
会
社
の
元
社
員
（
以
下
「
元
社
員
」
と
い
う
。
）
の
デ
ー
タ

操
作
が
疑
わ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
一
方
で
、
元
社
員
は
、
デ
ー
タ
操
作
等
が
で
き
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
等
、

双
方
の
説
明
が
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
元
社
員
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
お

答
え
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
元
社
員
が
集
計
し
た
デ
ー
タ
と
論
文
で
使
わ
れ
た
デ
ー
タ
が
同
一
で
あ
っ
た
か
否
か
及
び
研
究
者
に
よ
っ
て
デ

ー
タ
操
作
が
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
と
元
社
員
の
説
明
が
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
不
正
の
疑
い
の
あ
る
臨
床
研
究
を
し
た
大
学
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
降

圧
剤
バ
ル
サ
ル
タ
ン
（
商
品
名
デ
ィ
オ
バ
ン
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
元
社
員
の
名
前
が
論
文
に
記
載
さ
れ
た
研
究
を
実
施
し

た
研
究
者
が
所
属
し
て
い
た
大
学
の
う
ち
、
検
討
委
員
会
の
中
間
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
た
平
成
二
十
五
年
十
月
八
日
時
点

で
、
臨
床
研
究
の
結
果
に
関
す
る
内
部
調
査
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
大
学
は
、
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
及
び
京
都
府
立
医

科
大
学
で
あ
る
。
高
血
圧
症
治
療
薬
の
臨
床
研
究
事
案
（
以
下
「
本
事
案
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
事
実
関
係
及
び
そ
の
弁

明
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
に
よ
る
内
部
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
は
、
本
事
案
に
係
る
論
文
を
「
信

頼
性
を
欠
く
も
の
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
京
都
府
立
医
科
大
学
は
、
本
事
案
に
係
る
論
文
を
「
本
臨
床
研
究
で
提
示
さ
れ

た
結
論
に
は
誤
り
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
」
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
同
様
の
効
果
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
バ
ル
サ
ル
タ
ン
の
後
発
医
薬
品
は
、

バ
ル
サ
ル
タ
ン
錠
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
「
サ
ン
ド
」
、
バ
ル
サ
ル
タ
ン
錠
四
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
「
サ
ン
ド
」
、
バ
ル
サ
ル
タ
ン
錠

八
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
「
サ
ン
ド
」
及
び
バ
ル
サ
ル
タ
ン
錠
百
六
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
「
サ
ン
ド
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
後
発
医
薬
品

は
、
い
ず
れ
も
薬
価
基
準
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
差
額
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
五
年
八
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
八
四
第
九
号
）
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
厚
生
労

働
省
が
日
本
国
内
の
主
要
な
製
薬
会
社
を
対
象
と
し
て
同
省
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
在
職
歴
の
あ
っ
た
者
の

在
籍
状
況
を
確
認
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
時
点
で
、
ノ
バ
ル
テ
ィ
ス
フ
ァ
ー
マ
株
式
会
社
に
在
籍

し
て
い
る
者
は
三
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
一
名
に
つ
い
て
は
、
本
事
案
に
関
す
る
行
政
指
導
、
事
情
聴
取
等
を
行
っ
た
際

の
対
応
者
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
八
日
に
、
対
応
者
か
ら
外
す
よ
う
同
省
か
ら
同
社
に
対
し

要
請
し
た
た
め
、
そ
れ
以
降
、
本
事
案
に
関
し
て
は
同
省
職
員
と
接
触
し
て
お
ら
ず
、
同
社
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
本
事
案
の
臨
床
研
究
に
も
関
係
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
社
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
他
の
二
名
に
つ
い
て

は
、
本
事
案
に
関
し
て
同
省
職
員
と
接
触
し
た
事
実
は
な
く
、
本
事
案
の
臨
床
研
究
に
も
関
係
し
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
等
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
の
う
ち
本
省
課
長
補
佐

級
以
上
の
職
員
等
に
対
し
、
事
業
者
等
か
ら
贈
与
等
を
受
け
た
場
合
（
贈
与
等
に
よ
り
受
け
た
利
益
等
の
価
額
が
一
件
に
つ

き
五
千
円
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
贈
与
等
の
報
告
を
行
う
義
務
を
課
し
て
お
り
、
保
存
義
務
の
あ
る
平
成
二
十
年

三



度
第
三
四
半
期
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
第
一
四
半
期
ま
で
の
贈
与
等
報
告
書
に
お
い
て
、
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
ノ
バ

ル
テ
ィ
ス
フ
ァ
ー
マ
株
式
会
社
か
ら
の
贈
与
等
が
あ
っ
た
府
省
等
に
つ
い
て
、
そ
の
人
数
及
び
当
該
贈
与
等
に
よ
り
受
け
た

利
益
等
の
価
額
を
示
す
と
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
延
べ
九
十
三
人
、
総
額
二
百
九
十
五
万
二
千
六
百
七
十
九
円
、
防
衛

省
に
お
い
て
は
延
べ
三
人
、
総
額
九
万
五
千
円
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
お
い
て
は
延
べ
千
十
四
人
、
総
額
五
千

三
百
九
十
二
万
二
千
九
百
十
二
円
で
あ
る
。

同
法
に
よ
り
贈
与
等
の
報
告
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
、
特
定
独
立
行
政
法
人
を
除
く
独
立
行
政
法
人
及
び
国
立
大
学
法

人
の
役
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
本
事
案
と
同
様
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
調
査
が
必
要
と
考
え
て
お
り
、
い

ま
だ
詳
細
な
調
査
結
果
を
公
表
し
て
い
な
い
大
学
の
今
後
の
調
査
結
果
等
を
踏
ま
え
、
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
更
な
る
調

査
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四


